
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年１月 

埼玉県企画財政部地域政策課 

埼玉県の市町村合併 
～「平成の大合併」の現状と課題～ 
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人口減少や少子・高齢化など社会情勢が大きく変化する中にあって、福祉をはじめとす

る行政サービスへの住民ニーズは高度化・多様化している。 

 

また、地方分権の進展により、住民に最も身近な自治体である市町村の役割は、ますま

す重要となっている。 

 

一方、市町村の財政状況は今後一層厳しさを増すことが予想されており、将来にわたっ

て住民サービスの維持・向上を図っていくためには、市町村の行財政基盤を強化していく

ことが必要である。 

 

このような背景のもと、平成１１年に「市町村の合併の特例に関する法律」が改正、平

成１７年には「市町村の合併の特例等に関する法律」が制定され、いわゆる「平成の大合

併」が展開された。 

 

本県でも市町村数が９２から６４まで集約された。各合併市町にあっては、行財政基盤

の強化や新しいまちづくりが精力的に進められており、合併後の一定期間が経過する中に

あって、その効果や課題等も少しずつ明らかになってきている。 

 

平成２２年３月３１日をもって「市町村の合併の特例等に関する法律」が期限切れとな

り、「平成の大合併」は一区切りを迎えたと言われている。 

 

本来、市町村合併の効果等については長期的な視点に立って考えていく必要があるが、

一つの節目を迎えたことを受け、これまでの合併の流れを再確認するとともに、現段階で

の効果や合併市町の取組状況、課題等を整理することにより、今後のまちづくりの参考と

するものである。 

１ 調査の目的 

● 平成２２年３月末をもって「平成の大合併」は一区切り。 

● 現段階での効果や課題等を整理し、今後のまちづくりの参考に。 
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本書の取りまとめにあたっては、合併市町に対して、その取組状況や成果、住民の反応

等を調査した「合併市町実態調査」と、直接、合併市町の住民に対して意見を伺った「埼

玉県県政サポーターアンケート」の結果を基本とした。 

また、平成２１年度に実施した「埼玉県合併市町連絡調整会議」や、直近（平成２２年

３月２３日）に合併した２市（加須市・久喜市）との意見交換・現地調査の結果を参考と

している。 

 

（１）平成２２年度 合併市町実態調査 

・実施時期：平成２２年８月１１日～２７日 

・対  象：平成１３～２１年度までに合併した１５市町【１２市３町】（さいた

ま市／熊谷市／行田市／秩父市／飯能市／加須市／本庄市／春日部

市／鴻巣市／深谷市／久喜市／ふじみ野市／ときがわ町／小鹿野町

／神川町） 

・内  容：「 参考資料 ① 」（Ｐ３２）のとおり 

 

（２）埼玉県県政サポーターアンケート 

※ 県政サポーター制度：インターネットを活用した県の広聴事業の一つ。１６歳以上であれば誰

でも登録ができ、「サポーターアンケート」と「サポーターの提言」の

２つの方法で御意見や御提案をいただいている。これらの御意見・御提

案は、施策の企画・立案・実施のための参考として活用させていただい

ている。 

・実施時期：平成２２年９月２日～１３日 

・対  象：平成１３～２１年度までに合併した１５市町在住の県政サポーター 

（平成２２年９月１日現在の登録者：１，２８８人、うち回答者数は

９１９人［回答率７１．４％］） 

・内  容：「 参考資料 ② 」（Ｐ３５）のとおり 

・そ の 他：引用した調査結果の見方 

ア グラフの中の数字は、回答比率（％）である。 

イ 回答比率（％）は小数点以下第２位を四捨五入したため、個々の

比率の合計は、１００％にならないことがある。 

ウ グラフの中で「ｎ」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、

回答比率は「ｎ」を基数として算出している。 

エ 複数回答の質問については、その回答比率の合計が、１００％を

超える場合がある。 

２ 調査の方法 

● 「合併市町実態調査」 ＋ 「埼玉県県政サポーターアンケート」 

              「行政」と「住民」の両方から情報収集 
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【回答者の属性】 

全  体 ９１９（人） １００（％） 
性
別 

男性 ５０５ ５５．０ 
女性 ４１４ ４５．０ 

年 
 

齢 

１６～１９歳 ６ ０．７ 
２０～２９歳 ６３ ６．９ 
３０～３９歳 １９４ ２１．１ 
４０～４９歳 ２５４ ２７．６ 
５０～５９歳 １６１ １７．５ 
６０～６９歳 １６４ １７．８ 
７０歳以上 ７７ ８．４ 

職 
 

業 

個人事業主・会社経営者（役員） ９２ １０．０ 
家族従業（家業手伝い） ５ ０．５ 
勤め（全日・パートタイム） ４３２ ４７．０ 
専業主婦・主夫 ２００ ２１．８ 
学生 １９ ２．１ 
他無職 １７１ １８．６ 

 

 

 その他  

① 平成２１年度埼玉県合併市町連絡調整会議 

・実 施 日：平成２１年７月１５日／１１月１７日（２回実施） 

・対  象：平成１３～１８年度までに合併した県内市町 
※ さいたま市［政令市］を除く。なお、平成１９～２１年度の合併は、平

成２２年３月２３日合併の久喜市・加須市のみである。 

・内  容：各市町の合併担当職員との意見交換 

 

② 合併市との意見交換・現地調査 

・時期・対象：平成２２年８月２４日【久喜市】／平成２２年８月２５日【加須市】 

・内   容：合併市の担当職員・支所の職員との意見交換、本庁及び総合支所の

現地調査 
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（１）全国的な市町村合併の流れ 

我が国は、過去３回にわたって、大きな市町村合併を経験している。 

「明治の大合併」（明治２１～２２年）では、小学校や戸籍の事務処理を行うため

に３００～５００戸を標準として合併が進められ、市町村数は７１，３１４から 

１５，８５９へと再編された。 

「昭和の大合併」（昭和２８～３６年）では、中学校１校を効率的に設置管理する

ため、人口８，０００人を標準として合併が進められ、市町村数は９，８６８から 

３，４７２へと再編された。 

今回の「平成の大合併」（平成１１年～平成２２年）は、自治体の財政状況の悪化

や地方分権の流れを背景に、行政規模の拡大・効率化、行政サービスの維持向上を図

る観点から推進されたものである。 

この大合併により、全国の市町村数は３，２３２（平成１１年３月３１日現在）か

ら、１，７２７（平成２２年３月３１日現在）へと再編された（減少率は４６．６％）。 

市町村の平均面積は２１５．４㎢ 、平均人口は６９，０６７人となっている。 

 

 図表１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市町村合併の進展について 

● 「平成の大合併」における市町村数の変化（ H11.3.31    H22.3.31 ） 

    全国：３，２３２    １，７２７ ／ 埼玉県：９２    ６４ 

● 本県の市町村減少率：３０．４％  

        全国第４０位だが東京を中心とした大都市圏では比較的進展 

● 村の数が１１から１に    町村地域の行財政基盤が強化 

● 合併協議に参加した県内市町村の割合：約８０％ 

        合併を巡る論議が、その後のまちづくり・行政への意識を喚起 

市町村数の推移（全国・埼玉県） 

市 町 村 計 市 町 村 計

- 71,314 - 44 1,864 1,908

39 15,859 - 40 369 409

286 1,966 7,616 9,868 8 49 266 323

556 1,935 981 3,472 23 35 37 95

670 1,994 568 3,232 43 38 11 92

786 757 184 1,727 40 23 1 64平成22年3月

明治の大合併

昭和の大合併

明治21年 (71,314)

(15,820)

町村合併促進法施行

新市町村建設促進法一部失効

平成11年3月

年　　月 備　　　考

(昭和４０年施行の）

合併特例法改正

（平成１７年施行の）

合併特例法期限

全　　　国 埼　　　玉

平成の大合併

明治22年

昭和28年10月

昭和36年6月

市制町村制施行（明22.4.1)

減少率 64.8％ 減少率 70.6％

減少率 73.8％減少率 77.8％

減少率 46.6％ 減少率 30.4％
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 図表２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 市 町 村

1 長崎県 79 8 70 1 21 13 8 0 73.4%

2 広島県 86 13 67 6 23 14 9 0 73.3%
3 新潟県 112 20 57 35 30 20 6 4 73.2%
4 愛媛県 70 12 44 14 20 11 9 0 71.4%
5 大分県 58 11 36 11 18 14 3 1 69.0%
6 山口県 56 14 37 5 19 13 6 0 66.1%
7 岡山県 78 10 56 12 27 15 10 2 65.4%
8 島根県 59 8 41 10 21 8 12 1 64.4%
9 秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 63.8%
10 滋賀県 50 7 42 1 19 13 6 0 62.0%
11 香川県 43 5 38 0 17 8 9 0 60.5%
12 佐賀県 49 7 37 5 20 10 10 0 59.2%
13 三重県 69 13 47 9 29 14 15 0 58.0%
14 山梨県 64 7 37 20 27 13 8 6 57.8%
15 岐阜県 99 14 55 30 42 21 19 2 57.6%
16 富山県 35 9 18 8 15 10 4 1 57.1%
17 鹿児島県 96 14 73 9 43 19 20 4 55.2%
18 兵庫県 91 21 70 0 41 29 12 0 54.9%
19 石川県 41 8 27 6 19 10 9 0 53.7%
20 静岡県 74 21 49 4 35 23 12 0 52.7%
21 熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 52.1%
22 徳島県 50 4 38 8 24 8 15 1 52.0%
23 福井県 35 7 22 6 17 9 8 0 51.4%
24 鳥取県 39 4 31 4 19 4 14 1 51.3%
25 宮城県 71 10 59 2 35 13 21 1 50.7%
26 群馬県 70 11 33 26 35 12 15 8 50.0%
27 茨城県 85 20 48 17 44 32 10 2 48.2%
28 栃木県 49 12 35 2 27 14 13 0 44.9%
29 岩手県 59 13 30 16 34 13 16 5 42.4%
30 京都府 44 12 31 1 26 15 10 1 40.9%
31 宮崎県 44 9 28 7 26 9 14 3 40.9%
32 青森県 67 8 34 25 40 10 22 8 40.3%
33 和歌山県 50 7 36 7 30 9 20 1 40.0%
34 福岡県 97 24 65 8 60 28 30 2 38.1%
35 高知県 53 9 25 19 34 11 17 6 35.8%
36 長野県 120 17 36 67 77 19 23 35 35.8%
37 愛知県 88 31 47 10 57 37 18 2 35.2%
38 福島県 90 10 52 28 59 13 31 15 34.4%
39 千葉県 80 31 44 5 54 36 17 1 32.5%
40 埼玉県 92 43 38 11 64 40 23 1 30.4%
41 沖縄県 53 10 16 27 41 11 11 19 22.6%
42 山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 20.5%
43 奈良県 47 10 20 17 39 12 15 12 17.0%
44 北海道 212 34 154 24 179 35 129 15 15.6%
45 神奈川県 37 19 17 1 33 19 13 1 10.8%
46 東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 2.5%
47 大阪府 44 33 10 1 43 33 9 1 2.3%

3,232 670 1,994 568 1,727 786 757 184 46.6%

H22.3.31

都道府県名
H11.3.31の
市町村数

H22.3.31の
市町村数

減少率内訳 内訳

都道府県別合併の進捗状況都道府県別合併の進捗状況 



７ 

 図表３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本県における「平成の大合併」の状況 

本県では、平成１３年５月１日に浦和・大宮・与野の３市が合併して「さいたま市」

が誕生したのを皮切りに１７の地域で合併が行われ、４３市町村が１５市町に再編さ

れた。 

この結果、平成１３年４月１日現在９２あった県内市町村数は、平成２２年３月 

３１日現在では６４となり、２８の市町村が減少した。減少率にして約３０．４％で

ある。 

本県は市町村数の減少率が全国第４０位であり、全国的な市町村合併の状況と比較

すると、必ずしも大きく進展したとは言い難いが、東京を中心とした大都市圏の中で

は比較的進んでいると言える。 

また、村の数が１１から１へと大きく減少しており、今回の大合併を通じて、町村

地域の財政基盤の強化が確実に行われてきたと考えられる。 

なお、平成１２年４月１日以降、平成２２年３月３１日までに、県内では３７の法

定合併協議会が設置され、参加した市町村数は７４（延べ１１５）となっている。こ

れは、県内の約８０％の市町村が合併協議に参加したことを示している。また、ほと

んどの市町村（延べ１０５）で合併についての住民意向調査やアンケートなどによる

検討が行われている。これらのことから、合併を巡る議論が、その後のまちづくりや

行政への関心を高めたことが推察される。 

合併による面積と人口の推移 
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 図表４  

 

 埼玉県内地図（平成の合併前後の比較） 

平成 22年 3月 23日現在 

平成 13年 4月 30日現在 

【平成の大合併前】 
  市町村数 ９２ 

【平成の大合併後】 
  市町村数 ６４ 

北本市

蕨市

鷲宮町

和光市

蓮田市

富士見市

美里町

八潮市入間市

日高市

東松山市

鶴ケ島市

長瀞町

朝霞市

大利根町

草加市

川島町

川口市

川越市

杉戸町

深谷市

新座市

上福岡市

上尾市

菖蒲町

松伏町

小鹿野町

所沢市

春日部市

三芳町
三郷市

坂戸市

鴻巣市

江南町

幸手市

戸田市

栗橋町

熊谷市

狭山市

宮代町

久喜市

吉川市

吉見町

騎西町

皆野町

加須市

桶川市

横瀬町

鳩山町

白岡町

鳩ケ谷市

志木市

越谷市

大宮市

秩父市

神川町

本庄市

小川町

飯能市

越生町

滑川町

羽生市

北川辺町

都幾川村

上里町

行田市

毛呂山町

東秩父村

寄居町

伊奈町

嵐山町

玉川村

児玉町

神泉村

岡部町

花園町
川本町

南河原村

両神村

大井町

庄和町

吹上町 川里村

妻沼町

大里村

荒川村

大滝村

吉田町

岩槻市

名栗村
与野市

浦和市
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【合併市町村及び市町村数の推移】

市 町 村

平成13年 5月 1日 さいたま市 浦和市、大宮市、与野市 90 41 39 10

平成17年 1月 1日 飯能市 飯能市、名栗村 89 41 40 8

さいたま市 さいたま市、岩槻市

秩父市 秩父市、荒川村、吉田町、大滝村

熊谷市 熊谷市、妻沼町、大里町

鴻巣市 鴻巣市、吹上町、川里町

春日部市 春日部市、庄和町

ふじみ野市 上福岡市、大井町

小鹿野町 小鹿野町、両神村

行田市 行田市、南河原村

深谷市 深谷市、岡部町、川本町、花園町

神川町 神川町、神泉村

平成18年 1月10日 本庄市 本庄市、児玉町 72 40 29 3

平成18年 2月 1日 ときがわ町 都幾川村、玉川村 71 40 30 1

平成19年 2月13日 熊谷市 熊谷市、江南町 70 40 29 1

久喜市 久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町 67 40 26 1

加須市 加須市、騎西町、北川辺町、大利根町 64 40 23 1

平成22年 3月23日

平成17年10月 1日 78 40 33 5

平成18年 1月 1日 73 40 30 3

合併期日 新市町名 （合併関係市町村） 計

平成17年 4月 1日 85 40 39 6

神川町 （神川町、神泉村） 

深谷市 （深谷市、岡部町、川本町、花園町） 
熊谷市 

行田市 （行田市、南河原村） 

加須市 

久喜市 

（久喜市、菖蒲町、栗橋町、

鷲宮町） 

本庄市 （本庄市、児玉町） 

小鹿野町 

秩父市 

（秩父市、荒川村、吉田町、大滝村） 

ときがわ町 

（都幾川村、玉川村） 

飯能市 

（飯能市、名栗村） 
ふじみ野市 

（上福岡市、大井町） 

さいたま市 

春日部市 

（熊谷市、妻沼町、大里町、江南町） 

（春日部市、庄和町） 

（小鹿野町、両神村） 

（浦和市、大宮市、与野市、岩槻市） 

（加須市、騎西町、北川辺町、大利

根町） 

  図表５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の市町村合併の状況 
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  図表６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定協議会に参加した市町村の状況 

法定協議会の設置数 
（平成12年4月1日～平成22年3月31日） 

 ３７協議会（構成市町村 １１５） 

 合併 １７協議会（構成市町村 ４５） 

 解散 ２０協議会（構成市町村 ７０） 

・住民投票の結果によるもの        １３協議会 

・住民意向調査によるもの          １協議会 

・協議項目等の調整が整わなかったこと等   ３協議会 

・その他の理由によるもの          ３協議会 

 

   

神川町 

秩父市 

玉川村 

南河原村 

上福岡市 

大井町 

志木市 

庄和町 

法定協議会に参加した市町村 
（平成 12年 4月 1日以降） 

７４市町村（３０市 ３５町 ９村） 

〈未参加 １８市町〉 

 

※平成 22年 9月 24日に、川口市及び鳩ヶ谷市が 
 法定合併協議会を設置し、合併協議中 

凡 例 

法定協議会に参加した市町村  

合併に至った協議会  
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県内合併市町一覧表 
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（１）合併のメリットを活かした取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併市町では、行財政の効率化や広域的視点に立ったまちづくりといった、合併の

メリットを最大限に発揮するための取組を行っている。 

「合併市町実態調査」によると、対象となった１５合併市町のすべてが「合併の効

果があらわれている」と回答しており、その主な内容として、「効率的な事務執行の

実現」、「財政状況の改善」、「組織の充実」、「住民サービスの向上」を挙げている。ま

た、ほとんどの合併市町が、効果は住民に「ある程度理解されている」と回答してい

る。 

 

① 効率的な事務執行の実現 

合併市町にあっては、首長や議会議員などの特別職の削減が行われているほか、総

務・企画・人事といった内部管理等の重複部門の整理統合や人員の適正配置等による

職員数の削減が進んでいる。 

各合併市町における合併前の議員定数の合計は８０８人で、今後、段階的に４０６

人まで削減されることが決まっている。 

次に、職員数の減少を全県的に見ると、各合併市町の合併年度から平成２２年度ま

でに1、７３３人が削減されており、合併により事務の効率化が進んだことが伺える。 

職員の削減率は合併市町が８．５％であるのに対し、合併を行っていない市町村が

７．０％となっており、合併により事務の効率化が進んだことが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 合併市町の取組について 

● 合併市町では合併のメリットを活かした取組を行う一方で、当初懸念された 

  事項への対応も行っている。 

◎ 議員・職員の削減で効率化が進展 

  議員：８０８人 → 今後段階的に４０６人に（各合併市町の合併前後の条例定数） 

  職員数：▲１，７３３人（各合併市町の合併年度 → Ｈ２２) 

◎ 財政力指数に見る合併効果（Ｈ１２ → Ｈ２２） 

  ０．２未満の団体： ２ → ０ 

  ０．２以上～０．３未満の団体： ５ → １ 

◎ 組織再編等により、企画・総務、保健・福祉、産業分野が充実。新たな住民 

  サービスの提供も。 
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 図表８  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併に伴う議員定数等の状況 

H22.10.1

合併関係

市町村
条例定数

条例

定数

Ｈ２２

現在の定数 減少数 減少率

浦和市 40 28 (43.7) 42.8

大宮市 38 25 (39.1) 40.3

与野市 26 5 (7.8) 7.3

岩槻市 27 6 (9.4) 9.6

計 131 (次の選挙から)*1

熊谷市 29 24 (66.7) 75.7

大里町 16 2 (5.6) 3.9

妻沼町 18 7 (19.4) 13.7

江南町 13 3 (8.3) 6.7

計 76 (次の選挙から)*1

行田市 25 21 (95.5) 95.3

南河原村 14 1 (4.5) 4.7

計 39
秩父市 22 15 (60.0) 80.9

吉田町 14 5 (20.0) 8.1

荒川村 14 4 (13.3) 8.6

大滝村 10 2 (6.7) 2.3

計 60
飯能市 26 20 (95.2) 96.9

飯能市 名栗村 10 1 (4.8) 3.1

計 36
本庄市 22 14 (63.6) 74.3

本庄市 児玉町 20 8 (36.4) 25.7

計 42
春日部市 30 26 (81.2) 84.4

春日部市 庄和町 22 6 (18.8) 15.6

計 52
鴻巣市 26 18 (60.0) 69.9

吹上町 16 9 (30.0) 23.4

川里町 14 3 (10.0) 6.7

計 56 (次の選挙から)*1

深谷市 24 20 (58.8) 70.6

岡部町 19 7 (20.6) 12.6

深谷市 川本町 18 3 (8.8) 8.1

花園町 16 4 (11.8) 8.6

計 77 (次の選挙から)*1

上福岡市 24 14 (56.0) 54.6

ふじみ野市 大井町 21 11 (44.0) 45.4

計 45
都幾川村 14 8 (61.5) 59.4

ときがわ町 玉川村 12 5 (38.5) 40.6

計 26
小鹿野町 14 10 (71.4) 80

小鹿野町 両神村 12 4 (28.6) 20

計 26
神川町 18 14 (87.5) 91

神川町 神泉村 10 2 (12.5) 9

計 28 (次の選挙から)*2

久喜市 22 17 (50.0) 46.9

菖蒲町 12 4 (11.8) 13.9

久喜市 栗橋町 14 34 34 7 (20.6) 17.2

鷲宮町 12 6 (17.6) 22

計 60
加須市 18
騎西町 12

加須市 北川辺町 12 34 34
大利根町 12

計 54

808 406 428 -380 -47.0

*1 現在の議員の任期は、平成23年4月30日まで
*2 現在の議員の任期は、平成23年4月29日まで
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32
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在任特例適用中

合併に伴う議員定数等の状況
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 図表９  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員管理（職員実数）における合併効果分析 



１５ 

② 財政状況の改善 

県内では、財政力指数が０．２未満の団体が解消され、０．２以上～０．３未満の

団体が、５団体から１団体に減少している。 

また、公債費比率は２０．０以上の団体が解消され、１５．０以上～２０．０未満

の団体が７団体から１団体に、１０．０以上～１５．０未満の団体が５１団体から 

２４団体に推移しており、合併により財政基盤の強化が図られてきたと考えられる。 

※ 財政力指数：自治体の財政力を示す指標で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値。

通常、過去３ヵ年の平均値を採用する。数値が大きいほど財政力の強い団体であ

ることを示す（１を超える団体は普通地方交付税の交付を受けない）。 

※ 基準財政収入額：標準的な一般財源の収入額 

※ 基準財政需要額：標準的な水準で行政事務を行うために必要な経費 

※ 公債費比率：毎年度の支出全体に占める公債費の額の割合から、地方債の発行（借金）の状況

を判断するためのもの。比率が高いほど財政の硬直化が進んでいることになる。 

 

 図表１０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表１１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政力指数の変化 

平成１２年度 平成２２年度

市 町村 計 市 町村 計

1.0以上 3(1) 1 4(1) 1.0以上 9(1) 1 10(1)

0.5～1.0 40(14) 29(13) 69(27) 0.5～1.0 31(11) 19(2) 50(13)

0.4～0.5 0 9(6) 9(6) 0.4～0.5 0 2 2

0.3～0.4 0 3(3) 3(3) 0.3～0.4 0 1(1) 1(1)

0.2～0.3 0 5(4) 5(4) 0.2～0.3 0 1 1

0.2未満 0 2(2) 2(2) 0.2未満 0 0 0

計 43(15) 49(28) 92(43) 計 40(12) 24(3) 64(15)
＊( )は、合併関係団体数 ＊( )は、合併団体数

区　　分
団体数

区　　分
団体数

※平成の合併（平成11～21年度）における県内最初のさいたま市の合併（平成13年5月1日）前である
平成12年度と最新の平成22年度を比較

公債費比率の変化 

平成１２年度 平成２１年度

公債費比率 市 町村 計 公債費比率 市 町村 計

20.0以上 1(1) 0 1(1) 20.0以上 0 0 0

15.0～20.0 4(2) 3(2) 7(4) 15.0～20.0 1 0 1

10.0～15.0 25(8) 26(14) 51(22) 10.0～15.0 19(5) 5(1) 24(6)

5.0～10.0 13(4) 19(11) 32(15) 5.0～10.0 19(7) 16(1) 35(8)

5.0未満 0 1(1) 1(1) 5.0未満 1 3(1) 4(1)

計 43(15) 49(28) 92(43) 計 40(12) 24(3) 64(15)

＊( )は、合併関係団体数 ＊( )は、合併団体数

※平成の合併（平成11～21年度）における県内最初のさいたま市の合併（平成13年5月1日）前である
平成12年度と最新の平成21年度を比較



１６ 

③ 組織の充実 

合併市町では、組織の再編などが行われ、主に、企画財政・総務分野、保健・福祉

分野、産業振興分野の専門化・充実化が図られている。また、教育分野や住民との協

働、まちづくりに力点を置いている事例もある。 

 

 図表１２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 住民サービスの充実等 

合併に伴い、一部の市町村にのみ適用されていたサービスを市町全域へ拡大したり、

新たな住民サービスの提供を始めるなどの動きがある。 

また、平成１７年度までに合併した市町については、市町村合併推進体制整備費補

助金や合併特例債を活用して小中学校の耐震化や消防防災施設の整備が行われてい

るほか、区画整理事業や駅前再開発など、旧市町では実施できなかった事業を実施し

ている市町もある。 

合併による組織の充実・専門化の事例 
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 図表１３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併による住民サービス充実等の事例 



１８ 

（２）懸念された事項への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併の効果が十分に発揮されるためには、そのメリットを活かした取組を積極的に

展開する一方で、懸念される諸課題に対しても適切に対応していくことが必要である。 

合併市町では、合併に際して懸念された事項に対して次のような取組を進めている。 

 

① 役場が遠くなり、不便になるのではないか 

旧役場が支所等となることにより利便性が低下するのではないか、との懸念に対し

ては、「総合支所」の設置等によりサービスの維持が図られている。また、市内循環

バスを整備するなど、役場等へのアクセス向上を図っている事例もある。 

 

 図表１４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 役場が遠くなり、不便になることへの懸念  

     → 「総合支所」の設置やアクセス向上でサービスの維持・向上 

◎ 住民の声が届きにくくなることへの懸念 

     → 首長との直接対話や提案制度を通じて「住民の声」を行政に反映 

◎ 周辺部がさびれることへの懸念 

     → 地域の特性や資源を活かした新たなまちづくりでにぎわいを創出 

◎ 地域の歴史・文化・伝統が失われることへの懸念 

     → 保存・継承活動に対する助成や担い手の育成支援を実施 

役場が遠くなって不便になるのではないかと言われる課題への対応事例 



１９ 

② 住民の声が届きにくくなるのではないか 

新市町における一体性の確保に配慮する観点からも、首長と市民との直接対話の機

会を設けたり、市民からの意見・提案を募る制度を充実するなどして、住民の声を

反映したまちづくりへの取組が行われている。 

なお、熊谷市・飯能市・本庄市・春日部市・神川町の４市１町では、合併後に「市

町村の合併の特例に関する法律」に基づく地域審議会が設置された。 

※ 地域審議会：合併関係市町村の区域を単位として設けられ、合併市町村の施策に関して長から

諮問を受け、または必要に応じて長に対して意見を述べることができる合併市町

村の附属機関。合併協議により定められた一定の期間に限って設置される（おお

むね１０年）。 

 図表１５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民の声が届きにくくなるのではないかと言われる課題への対応事例 



２０ 

③ 中心部だけよくなって周辺部がさびれるのではないか 

アクセス道路や情報通信網の整備により、中心部と周辺部に格差が生じないよう取

組が行われている。 

また、圏域拡大のメリットである幅広い地域特性や地域資源を活かしたまちづくり、

新たなイベントの実施等により地域のにぎわいが創出されている。 
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中心部と周辺部の格差が広がったと言われる課題への対応事例 
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 図表１７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 各地域の歴史・文化・伝統等が失われるのではないか 

地域の歴史、文化、伝統を保存・継承していくため、保存・継承活動に対する助成

や担い手の育成が行われている。学校教育の中で地域の伝統芸能である歌舞伎や神

楽を演じる機会を設けたり、発表機会の創出に努めている事例もある。 

新市町の一体化に資する取組事例 
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 図表１８  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地域の歴史・文化・伝統等が失われるのではないかと言われる課題への対応事例 



２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）合併の効果について 

「埼玉県県政サポーターアンケート」によると、【あなたは、現在お住まいの市町

村が合併してよかったと思いますか】との問いに対して、「合併してよかった」・「ど

ちらかといえばよかった」との回答が全体の４１．６％を占めており、「よくなかっ

た」・「どちらかといえばよくなかった」の２８．２％を上回っている。 

また、【市町村合併の効果は現れていると思いますか】については、「現れている」・

「現在現れていないが、今後現れる見込みがある」との回答が全体の４３．０％を占

めている。 

これらのことから、県内の市町村合併が、住民から一定の理解と期待をもって受け

止められていることが伺える。 

 

 図表１９  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 県民意識から見る合併の評価 

 ● 合併して「よかった」・「どちらかといえばよかった」：４１．６％ 

         県内の市町村合併は地域住民から一定の理解 

● 合併市町政への関心が「高くなった」・「多少高くなった」：４０．４％ 

         合併を巡る議論の過程がまちづくりや行政への意識を喚起 

● 住民サービス：「変わらない」：５３．１％ 

         「便利になった」・「やや便利になった」：２０．９％ 

         合併前の水準が維持されつつ、やや向上しているとの認識 

よかった（計） 41.6% よくなかった（計） 28. 2% 

質問：あなたは、現在お住まいの市町村が合併してよかったと思いますか？ 
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 図表２０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 2１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問：合併してよかったと思うことは何ですか？ （あてはまるものすべて） 

現れている（見込みがある）（計） 43. 0% 

質問：市町村合併の効果は現れていると思いますか？ 
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（２）合併市町政への関心・イメージについて 

【あなたの市町政への関心は、合併前と比べてどうなりましたか】との問いに対し

ては、「関心が高くなった」・「多少関心が高くなった」が４０．４％であり、「関心が

薄くなった」・「少し関心が薄くなった」の１１．５％を大きく上回っている。 

また、【市町村合併により、お住まいの市町のイメージはどのようになりましたか】

との問いに対しては、「よくなった」（２８．７％）が「悪くなった」（１１．３％）

を上回っている。 

今回の合併に向けた議論や住民アンケート実施等の過程が、住民の市町政への意識

喚起に一定の効果を上げたことが伺える。 

 

 図表 2２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 2３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高くなった（多少高くなった）（計） 40. 4% 薄くなった（少し薄くなった）（計） 11. 5% 

質問：あなたの市町政への関心は、合併前と比べて 

   どうなりましたか？ 

質問：市町村合併により、お住まいの 

   市町のイメージはどのようになり 

   ましたか？ 



２６ 

（３）合併の際に懸念された事項について 

【合併に伴い旧役場が支所などになり、住民サービスはどのようになりましたか】

との問いに対して、「変わらない」との回答が５３．１％であり、「便利になった」・「や

や便利になった」とのプラスの評価が２０．９％となっている。 

支所等における住民サービスは合併前の水準が維持されつつ、サービス向上の効果

が表れてきていることが伺える。 

 

 図表 2４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便利（やや便利）になった（計） 20. 9% 

質問：合併に伴い旧役場が支所などになり、住民サービスはどのようになりましたか？ 
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（１）行財政改革への更なる取組 

「埼玉県県政サポーターアンケート」によると、【今後市町に望むことは何ですか】

との問いに対して、「健全で効率的な行財政運営」との回答が７１．４％にのぼり、

地域住民にとって合併市町の行財政運営が大きな関心事であることが分かる。 

 

 図表 2５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 合併市町の課題について 

 

 

● 今後市町に望むこと：「健全で効率的な行財政運営」（７１．４％） 

         行財政改革への更なる取組が必要 

● ・合併してよかったと思うか：「どちらともいえない」（３０．３％） 

  ・合併の効果は現れているか：「わからない」（３５．８％） 

  ・地域の声は反映されているか：「反映されていない」「あまり反映されて 

 いない」（３２．３％） 

      地域住民とのコミュニケーションの拡大・協働の促進が必要 

質問：今後市町に望むことは何ですか？ （あてはまるものすべて） 
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事務の効率化や財政面での効果については、全県的に見れば一定の成果が上がって

いるものの、各合併市町にあっては、効率的な事務執行や財政基盤の強化による合併

効果の向上に、引き続き注力していく必要があると考えられる。 

なお、その際に留意すべきポイントの一つとしては「公共施設の整理・統合」が挙

げられる。 

複数の市町村が合併したことで公共施設が重複することとなったが、その整理・統

合が進んでいない状況がある。「平成２１年度埼玉県合併市町連絡調整会議」でも多

くの合併市町がこの点を課題として挙げており、サービスの向上や統合施設の機能充

実等を併せて実施するなどして、地域住民の理解を得つつ、公共施設の整理・統合を

実施していく必要があると考えられる。 

 

（２）地域住民とのコミュニケーションの拡大・協働の促進 

「埼玉県県政サポーターアンケート」結果によると、【あなたは、現在お住まいの

市町村が合併してよかったと思いますか】との問いに対して「どちらともいえない」

との回答が３０．３％、【市町村合併の効果は現れていると思いますか】との問いに

対しては「わからない」との回答が３５．８％と、比較的大きな割合を占めている。 

これらのことから、本県の市町村合併は一定の成果を上げつつも、住民にとって、

その効果が十分に認識されるには至っていない状況が伺える。 

また、【地域の声は合併前とくらべて行政へ反映されていると思いますか】との問

いに対しては、「十分反映されている」・「ある程度反映されている」が１７．０％で

あるのに対して、「反映されていない」・「あまり反映されていない」が３２．３％と、

マイナスの評価が上回っている。 

次に、【合併してよくなかったと思うことはなんですか】との問いに対して、「地域

としての一体性が失われた」点を指摘する声が２６．２％となっている。 

 

 図表 2６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分（ある程度）反映されている（計） 17. 0% 反映（あまり反映）されていない（計） 32. 3% 

質問：地域の声は合併前と比べて行政へ反映されていると思いますか？ 
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 図表 2７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併市町では、引き続き広報紙やホームページ等を通じた合併効果の周知に努めると

ともに、住民の声を反映したまちづくりを、新市町の一体性の醸成ということに配慮し

ながら進めていく必要がある。 

そのためには、首長をはじめとした行政と住民のコミュニケーションの更なる拡大に

取り組むとともに、地域住民の誰もが共通に認識できる、わかりやすい「テーマ」を設

定し、旧市町村の枠を超えた新たなまちづくりを展開していくことが有効である。 

例えば、「花」をテーマにしたまちづくりを進めている深谷市や鴻巣市、「森林文化都

市」宣言を行い、豊かな森林資源をまちづくりに活かしている飯能市、年間快晴日数日

本一や暑さをテーマにした取組を進めている熊谷市などがその好例と言える。 

また、今回の合併を通じて、地域住民の合併市町政への関心が高まっていることを考

え合わせると、協働事業といった「参加型」の施策を積極的に展開することで、広く地

域住民とまちづくりの過程を共有していくことが必要である。 

 

質問：合併してよくなかったと思うことは何ですか？ （あてはまるものすべて） 



３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１１年以降、全国的に推進されてきた「平成の大合併」は、平成２２年３月３１

日をもって一区切りとなった。「市町村の合併の特例等に関する法律」が改正され、「市

町村合併の推進」から「市町村合併の円滑化」に重点を置いた内容に改められた上で、

更に１０年間の延長となっている。 

 

一方、第２９次地方制度調査会は、その答申の中で、今後は合併市町を継続して支援

しつつ、共同処理方式による周辺市町村間での広域連携などの多様な選択肢を用意し、

それぞれの市町村が最も適した仕組みを自ら選択できるようにしていくべきとの見解を

示している。 

 

市町村合併の効果が現れてくるためにはある程度の時間が必要とされることから、合

併市町における各種取組の効果等については長期的な視点に立ち、今後とも節目を捉え

て確認していく必要がある。 

 

しかしながら、今後、人口減少、少子高齢化の進行といった社会情勢の変化、複雑化・

多様化する行政需要への対応、国・県からの権限移譲の進展など、基礎自治体である市

町村の役割はますます増大するとともに、より厳しさを増していくと考えられる。 

 

各合併市町村にあっては、住民サービスの低下を招くことなく、安心・安全な住民生

活を確保していくために、行財政基盤の整備・強化に継続して努めていかなければなら

ない。 

 

また、今後の行政を進めるにあたっては、地域コミュニティの活性化や住民等との協

働の視点がより重要になると考えられる。 

 

「埼玉県県政サポーターアンケート」の結果にも表れているように、今回の市町村合

７ 今後の展望 

 

 

● 「市町村の合併の特例等に関する法律」の改正（平成２２年３月３１日） 

     【市町村合併の推進】    【市町村合併の円滑化】 

● 市町村は広域連携などの多様な選択肢から最も適した事務処理の仕組み 

  を自ら選択する時代へ。 

● これからの行政には地域コミュニティの活性化や住民等との協働の視点 

  がより重要に。 

● 住民等との協働の取組がやがて地域の一体感を醸成し、個性あふれるまち 

  づくりの展開へ。 

● 県は合併市町の課題解決や新たなまちづくり、市町村間の広域連携等を 

  積極的に支援していく。 
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併で合併協議や合併に関する住民投票、住民アンケートが行われたことが、行政に対す

る住民の関心を高め、地域の将来について考えるきっかけとなった。 

 

この意識の変化を好機と捉え、行政が、地域のコミュニティ、ＮＰＯ、企業等を含む

住民のネットワークや組織づくりを促進し、協働を積極的に進めることによって、複雑

化・多様化する住民ニーズに対して、よりきめ細やかなサービスを提供していくことが

必要である。 

 

各合併市町がこれらの主体と協働して様々な取組を実施していくことにより、やがて

地域の「一体感」や「愛着」が醸成され、将来にわたって個性あふれるまちづくりが展

開されていくものと考える。 

 

県では各合併市町における課題解決や新しいまちづくりに向けた様々な取組に対し

て継続して支援を行っていくとともに、今後、行財政基盤の強化等のために行われる、

市町村間の広域連携等の取組に対して、柔軟かつ積極的に支援を行っていく。 
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参 考 資 料 ① 

●

※　本調査は平成１８年度～２２年度にかけ、複数回に渡って実施している。

　　　・　平成１８年度調査　→　総務省の合併市町村調査として実施

　　　・　平成２１年度調査　→　本県の「合併市町連絡調整会議」資料作成のために実施（平成１８年度調査の抜粋）

　　　・　平成２２年度調査　→　本書作成のために実施（平成２１年度調査の加筆訂正。補足としてP３４の調査も実施）

項　　目 ○○○市（町） 備考（詳細、市町の方針など）

合併によって、組織が専門化したり、新たに専門の組織を
設置したり、人員が大幅に増員されるなど、部・課・係が充
実・専門化された事例

（編入合併の場合は、編入された市町村と合併後の市町村
の比較）

充実・専門化された内容・理由等

充実・専門化されたことによる効果

合併に際しての主な使用料・手数料の設定に当たっての基
本的な考え方

合併時点あるいは合併後に、主な使用料・手数料等の改定
を行い、地域により引き上げが行われたもの

合併以降に、主な使用料・手数料等の改定を行い、①市町
全域で値上げとなったもの

②市町全域で値下げになったもの

7
その他、合併による効果、住民サービスの向上や地域活性
化への取組(合併をきっかけとした新たなまちづくりの取組）
などを記入してください

合併市町村実態調査の主な内容

1

2

3

4

5

旧市町村役場の活用状況

支所・出張所の活用方法の見直しの有無

職員数及び廃置の状況

旧庁舎の利活用状況
（支所等として利用していないスペース）

6
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項　　目 ○○○市（町） 備考（詳細、市町の方針等）

合併に伴う議員の定数・任期の取扱

旧市町村地域から選出された現議員数（割合％）

市町村建設計画に位置づけられた事業費（百万円）

①主な事業名（特に一体化に資する事業、地域間の連携を
向上させる事業）、
②進捗状況（　　　％）、
③事業効果

合併後の基本構想・基本計画の策定状況と、策定に当たっ
ての市町村建設計画との整合性に係る考え方

新市建設計画と総合振興計画との整合性に係る考え方、ま
たは修正・変更点等

合併に伴い、地域によっては住民サービスの充実が図られ
た事例（主なもの３つ程度）

平成１８年度以降に生じた
事例

合併時点あるいは合併後に、主なサービス内容の改定を行
い、地域によってはサービス水準が引き下げられることと
なった事例（主なもの３つ程度）

平成１８年度以降に生じた
事例

合併で市町村の面積が拡大したことによる、住民サービス
の低下や内部の意思決定スピードが遅くなることと等の懸念
への対策

平成１８年度以降に生じた
事例

1

2

市町村建設計画登載事業の中止（予定を含む）の有無

市町村建設計画の変更（予定を含む）の有無

3

４
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市町村合併の効果等に関する調査 

（Ｈ２２「合併市町実態調査」補足） 
                             市町村名：          

 

 １ 合併の効果は現れていますか。 

    ① 現れている  

    ② 現れていないが、今後現れる見込みがある 

    ③ 現在、効果が現れていないし、今後も現れる見込みはない 

    ④ 現在、効果が現れていないし、今後悪化する見込みがある。 

 

 ２ 合併の具体的な効果（行財政への影響）として、該当するものを選択してください。 

    ① 効率的な事務執行    ② 財政状況の改善   ③ 重点投資の実施      

    ④ 施設の統廃合      ⑤ 組織の充実     ⑥ 住民サービスの充実    

    ⑦ その他（                ） 

 

 ３ 合併の効果をどのように住民に説明しましたか 

    ① 広報誌    ② ホームページ   ③首長とのタウンミーティング 

    ④ その他（          ） 

 

 ４ 合併の効果は住民に理解されていますか 

    ① 理解されている   ②ある程度理解されている  ③あまり理解されていない 

    ④ 理解されていない  ⑤わからない 

 

 ５ 合併により、知名度や地域ブランド力は向上しましたか 

    ① 向上した   ②やや向上した  ③あまり向上していない  ④向上していない 

 

 ６ 一般的に言われる次の合併後の課題に対するどのように対応していますか。 

   具体的に記入してください。 

  （１）「役場が遠くなり、不便になった」と言われる課題に、どのように対応をしているか。 

 

 

  （２）「住民の声が届きにくくなった」と言われる課題に、どのように対応しているか。 

 

 

  （３）「中心部と周辺部の格差が広がった」と言われる課題に、どのように対応しているか。 

 

 

  （４）「地域の歴史・文化・伝統等が失われるのではないか」との懸念に対し、どのような取 

    組を行っているか。 

 

 

 ７ 合併協議の中で、御苦労されたエピソードなどがございましたら、御記入ください。 
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県政サポーターアンケート 

 「市町村合併の効果」 

 

○調査の目的 

  平成２２年３月に「市町村の合併の特例等に関する法律」が期限を迎え、約１０年続

いた「平成の大合併」が一区切りとされました。埼玉県でも、平成１１年３月末に９２

あった市町村が、平成２２年３月末で６４になりました。 

  地域主権改革や少子高齢化が進展する中で、市町村の行財政基盤の強化が求められて

おり、そのための有効な方策のひとつとして、市町村合併が選択されたと考えられます。 

  県内の合併が一段落した今、合併市町にお住まいのサポーターの皆様の御意見を、今

後の市町村合併への県の支援に活かしていきたいと思います。 

 

○調査の内容 

 

【合併の満足度】 

１ あなたは、現在お住まいの市町村が合併してよかったと思いますか。 

      ①よかった 

      ②どちらかといえばよかった 

      ③どちらかといえばよくなかった 

      ④よくなかった 

      ⑤どちらともいえない 

 

【合併してよかったと思うこと】 

２ 合併してよかったと思うことはなんですか。（あてはまるものすべて） 

①公共施設等が利用しやすくなった 

②地域のイメージアップが図られた 

③合併相手先の地域との交流が増えた 

④住民サービスの充実が図られた 

⑤住民参画による新たなまちづくりが進んだ 

⑥市（町・村）の財政状況が改善された 

⑦公共料金などの住民負担が軽くなった 

⑧特にない 

⑨その他（               ） 
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【合併してよくなかったと思うこと】 

３ 合併してよくなかったと思うことはなんですか。（あてはまるものすべて） 

①地域としての一体性が失われた 

②合併のメリットが何もなかった 

③中心部だけがよくなり周辺部が取り残されている 

④公共料金などの住民負担が重くなった 

⑤きめ細かな住民サービスが受けられなくなった 

⑥役所（役場）までの距離が遠くなった 

⑦市（町・村）の財政状況が悪化した 

⑧特にない 

⑨その他（                ） 

 

【市町村合併の効果】 

４ 市町村合併の効果は現れていると思いますか。 

   ①現れている 

   ②現在現れていないが、今後現れる見込みがある 

   ③現在現れていないし、今後現れる見込みもない 

   ④わからない 

 

【市町政への関心】 

５ あなたの市町政への関心は、合併前と比べてどうなりましたか。 

   ①関心が高くなった 

   ②多少関心が高くなった 

   ③変わらない 

   ④少し関心が薄くなった 

   ⑤関心が薄くなった 

 

【地域の声の反映】 

６ 地域の声は、合併前と比べて行政へ反映されていると思いますか。 

   ①十分反映されている 

   ②ある程度反映されている 

   ③変わらない 

   ④あまり反映されていない 

   ⑤反映されていない 

   ⑥わからない 

 

【行政サービスの変化】 

７ 合併に伴い旧役場が支所などになり、住民サービスはどのようになりましたか。 

   ①便利になった 

   ②やや便利になった 
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   ③変わらない 

   ④やや不便になった 

   ⑤不便になった 

   ⑥わからない 

 

【市町のイメージの変化】 

８ 市町村合併により、お住まいの市町のイメージはどのようになりましたか。 

   ①よくなった 

   ②悪くなった 

   ③変わらない 

   ④わからない 

 

【合併後の市町に望むこと】 

９ 今後市町に望むことは何ですか。（３つまで） 

   ①健全で効率的な行財政運営 

   ②建築、環境、保健衛生等の専門スタッフの充実による住民サービスの向上 

   ③企画部門の充実による市町村独自の施策の推進 

   ④市町村が自主的な判断と責任で行政運営するための権限移譲の促進 

   ⑤旧市町村域のバランスよい発展 

   ⑥住民と協働のまちづくり 

   ⑦新市町の住民の一体感の醸成 

   ⑧周辺市町村との連携強化・さらなる広域的な合併 

    

【自由意見】 

１０ 市町村合併について御意見などがありましたら、自由にお書きください。 
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【 連 絡 先 】 

埼玉県企画財政部地域政策課自治連携担当 

ＴＥＬ ０４８－８３０－２７９４ 

ＦＡＸ ０４８－８３０－４７４１ 

E-mail a2760-04@pref.saitama.lg.jp 
 


